
◆介護保険費用（１割表記） （注）一部の方は自己負担が２割もしくは３割になります。

　◎要介護の認定を受けている方に「介護保険負担割合証」が発行されます。

※介護保健施設サービス費（Ⅰ）

★高額介護サービス費

要介護1 第1段階

要介護2 第2段階

要介護3 第3段階

要介護4 第4段階

要介護5 〇現役並み所得世帯は限度額が140,100円、93,000円となる区分あり。

※その他加算（個別に算定）
（加算表は別紙参照）

◆居住費・食費（利用者負担限度額）

第1段階

第2段階

第3段階①

第3段階②

第4段階

◆保険外費用（注）特別な行事などの場合は別途実額徴収あり

※その他のサービス費用（希望者のみ）

・特別な室料（2階従来型個室に適応）《税込み》 　　 1,650 /日

・テレビ利用料（2階従来型個室を除く） 220 /日

・理美容サービス・メイク 2,060 /回

・カラー＆カット・パーマ＆カット 5,140 /回

・電気使用料（電気毛布、加湿器など個人的なコンセント使用機器1個につき）《税込み》 110 /日

・貴重品管理費（独居等の方）《税込み》 1,100 /月

・診断書作成料（採血やレントゲン等の検査項目のない物）《税込み》 2,200 /回

・診断書作成料（採血やレントゲン等の検査項目のある物）《税込み》 11,000 /回

・文書料《税込み》 1,100 /回

◆実際の費用例
例）要介護4　・課税世帯（第4段階）・1割負担（介護保険負担割合）の方が

　　・2階多床室に新規入所し、短期集中リハビリを20回実施、テレビ利用した場合（赤字部分）

（介護保険費用＝施設サービス費￥29,751＋各加算￥3,866＋リハ加算￥251×20 ＝ ￥38,637 ≦ 高額介護サービス費￥44,400）

・月額自己負担額 ＝ 介護保険費用￥38,637＋居住費11,310＋食費￥46,800＋日用品費・教養・娯楽費￥10,500

                      ＋テレビ利用料￥6,600 ＝ ￥113,847

注）上記費用例は介護職員処遇改善加算は算定していません。

　　個々によって算定できる加算の種類が違いますので、上記費用例と実際の金額が異なる場合がございます。

 　 詳しくは支援相談員にお訊ね下さい。 令和３年８月１日現在
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・日用品費（共有部分における石鹸・シャンプー・リンス・ティッシュ等）

・教養・娯楽費（レクリエーション・クラブ活動・新聞・雑誌等）
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従来型個室
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・クリーニング代（業者委託） 11,000円/月
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利用料金案内（施設入所）（※30日あたり）

従来型個室（ⅰ） 多床室（ⅲ）
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（1,560円/日）
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